
第３４回新潟県柔道整復師会県下少年柔道大会 兼 

文部科学大臣杯争奪第３２回日整全国少年柔道大会新潟県予選会 

          開 催 実 施 要 項  

 

１ 主  催 公益社団法人 新潟県柔道整復師会 

 

２ 後援予定 公益社団法人 日本柔道整復師会 

       新潟県       上越市教育委員会 

       新潟県柔道連盟   新潟県柔道少年団 

       ＮＨＫ新潟放送局  新潟日報社  ＢＳＮ新潟放送    

        

３ 期  日 令和５年７月３０日（日）   

 

４ 会  場 謙信公武道館 大道場 

         上越市戸野目古新田 375  

TEL ０２５－５２０－８８９７ 

 

５ 日  程 （１）受     付 午前 ８：００～８：５０まで 

       （２）審判・監督会議 午前 ９：００ 

       （３）開  会  式 午前 ９：３０ 

       （４）閉 会 式 予 定 午後 １：００ 

 

６ 参加資格 （１）一団体につき５名まで。 

（２）小学４年生以上で学年ごとの申込人数の上限はなし。 

           申込例１ 小４・小４・小６・小６・小６ 

           申込例２ 小５・小５・小５・小５・小５ 

       （３）新潟県に在住している小学生。国籍、男女は問わない。 

          学齢年齢であること。 

       （４）全日本柔道連盟会員登録済みであること。 

       （５）選手変更は審判、監督会議までに届け出た場合に限り 

          その変更を認め、それ以降は認めない。 

 

７ 試合方法 （１）各学年３階級（軽量級・中量級・重量級）に分け予選トー



ナメントを行う。 

               軽量級  中量級  重量級 

          ４年生 ３３ｋｇ  ４０ｋｇ  ４０ｋｇ超 

          ５年生 ３７ｋｇ  ４５ｋｇ  ４５ｋｇ超 

          ６年生 ４５ｋｇ  ５５ｋｇ  ５５ｋｇ超 

           

体重区分は目安である。人数の偏りにより順位決定リー

グ進出者に試合数による不公平が生じるような場合は

人数調整を行う。 

 

（２）４年生は各階級の１位３名で順位決定リーグ戦を行う。 

       （３）５・６年生は軽量級１位、中量級１位、重量級上位２名の

４名で順位決定リーグ戦を行う。 

       （４）国際柔道連盟試合審判規定・「少年大会特別規定」・「大会

申し合わせ事項」による。 

       （５）勝敗の決定方法は「一本」「技有」「僅差」とし、時間内で

勝敗が決しない場合は、旗判定とする。ゴールデンスコア

方式の延長戦は行わない。 

          ※「僅差」とは、双方の選手間に技による評価（技有）が

ない、又は同等の場合、「指導」差が２以上あった場合に

少ない選手を「僅差」による優勢勝ちとする。 

       （６）試合時間は２分間とする。 

       （７）不測の事態が生じた場合は、審判長に一任する。 

 

８ 参加申込 （１）申込先 

〒950‐0084 新潟市中央区明石１丁目２－２８ 

        (公社)新潟県柔道整復師会内 県下少年柔道大会事務局まで 

                     TEL 025-245-2815 

       （２）申込締切 令和５年６月２８日（水）必着 

       （３）参加申込書に監督署名のうえ、郵送願います。 

 

９ 組 合 せ （１）過去の成績を加味して組合せを行う。また、極力同団体の

選手同士が早い段階で対戦しないよう組合せを行う。 

        

 

10 表  彰 （１）４年生は優勝・準優勝・第３位を表彰する。 



          ５・６年生は優勝・準優勝・第３位・第４位を表彰する。 

       （２）出場選手全員に参加賞を授与する。 

 

11 文部科学大臣杯争奪第３２回日整全国少年柔道大会への出場 

        文部科学大臣杯争奪第３２回日整全国少年柔道大会に団体戦 

        チームを結成し参加する。 

        （対象者）４年生において優勝者の１名 

             ５・６年生において優勝者・準優勝者の２名 

             合計５名にて団体戦チームを結成する。 

        （日 程）令和５年１１月１９日（日） 

        （場 所）講 道 館  

 

12 そ の 他 （１）参加者全員の傷害保険は主催者負担とする。 

        （２）負傷については、応急手当はするが事後の責任は持たな

い。 

        （３）柔道衣、ゼッケンは国際柔道連盟試合審判規定に基づ 

           いたものを着用すること。 

        （４）下足ロッカーは使用せず、下足袋を持参し各自で保管す

ること。 

        （５）各チームで出たゴミは責任をもってお持ち帰りください。 

（６）新型コロナウイルス感染症対策については、全柔連発「新

型コロナウイルス感染症対策と柔道練習・試合再開の指針

（Version 7）」に準じて行う。 

 

13 脳震盪対応について 

       選手および指導者は下記事項を遵守すること 

        （１）大会前 1ヶ月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科

の診察を受け、出場の許可を得ること。 

        （２）大会中、脳震盪を受傷した者は、継続して当該大会に出

場することは不可とする。（なお、至急、専門医（脳神

経外科）の精査を受けること） 

        （３）練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を

得ること。 

        （４）当該選手の指導者は大会事務局及び全柔連に対し、書面

により事故報告書を提出すること。 

 


